
 

三田市手数料条例新旧対照表 

現行 改正案 

第1条～第6条 省略 第1条～第6条 省略 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

(1)～(14) 省略 (1)～(14) 省略 

(15) 個人番号カードの再交付手数料(個人番号カードの追記欄の余白がな

くなったときその他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合

を除く。) 1枚につき 800円 

(15) 削除 

(16)～(19) 省略 (16)～(19) 省略 

(20) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第1項に規定

する書類の写しの交付手数料 1件につき 300円 

(20) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定

する書類の写しの交付手数料 1件につき 300円 

(21)～(72)の3 省略 (21)～(72)の3 省略 

(73) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第14項又は第3

8条の4第23項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 31,0

00円 

(73) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第14項又は第3

8条の4第24項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 31,0

00円 

(74)～(84) 省略 (74)～(84) 省略 

 


